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第１章 プラン策定に関する基本的な考え方 

１ プラン策定の背景 

（１） 前プラン策定後の変化 

外国人県民の増加や定住化の進展を踏まえて、２００８（平成２０）年３月に「あいち多文化

共生推進プラン」（以下、「前プラン」という。）を策定しましたが、その後、アメリカの投資銀

行リーマン・ブラザーズの破綻がきっかけとなって発生した２００８年秋以降の世界同時不

況や２０１１（平成２３）年３月に発生した東日本大震災により、外国人県民を取り巻く環境

は厳しくなり、日系ブラジル人の減少に大きく影響を受ける形で外国人登録者数は減少し

てきました。 

しかし、一方で、「永住者」の在留資格1を取得する者の増加傾向が続いており、永住志

向の強い外国人県民が増えてきていると言えます。また、それ以外にも、前プラン策定時

の状況と比較すると、外国人県民を取り巻く環境や多文化共生に関して、次のような変化

がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 申請により、法務大臣が永住を認める者で、日本国内での活動に制限はありません。素行が善良であるなどの要

件に加え、実務上では、在留資格に応じて、一定年数以上、本邦に在留しているかが認められるポイント（「定住

者」資格の場合は５年以上）になります。 

＜愛知県の外国人登録者数の推移＞ 

（資料） 法務省「在留外国人統計」 

登録者数 
割合 
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○外国人県民の状況は多様化してきている 

 ブラジル人が減る一方で、中国人やフィリピン人が増えています。その他のアジア圏の出

身者も増えており、多国籍化が進んでいます。 

また、日本国籍であっても日本語のわからない子ども2や、永住化が進むにつれて高齢

者も増えてきています。さらに、散在して住んでいる外国人県民が増えてきているなど、国

籍や年齢、居住地など、様々な面から外国人県民の状況は多様化してきています。 

○施策は少しずつ充実してきている 

 本県では、日本語学習支援基金の創設、多文化ソーシャルワーカー3の養成・活用、あ

いち医療通訳システム4の構築など、県独自の施策を行ってきました。国においては、定住

外国人を担当する部署が設置され、日系定住外国人に対する施策の基本的な考え方や

方向性を示すとともに、これを具体化した行動計画が策定されました。その他にも、行政に

おける情報の多言語化が進み、相談窓口も増えてきています。 

○外国人県民に対するイメージは少しずつ良くなってきている 

外国人県民が地域社会に住んでいることが知られ、地域の中で触れ合いが増えてきた

ことから、少しずつ、外国人県民に対するイメージが向上し5、日本人県民とのトラブルも減

ってきました。特に、日本人の学生の中には、小中学生期に外国人の同級生を持っている

                                         
2 帰化して日本国籍を取得した子、日本国籍でも海外で長期滞在し来日する子など。 
3 外国人が自分の文化と異なる環境で生活することにより生じる心理的・社会的な問題に対して、外国人本人、家族、

グループ、コミュニティに働きかけることにより、相談から解決まで一貫した支援を行う人材。 
4 参考資料５６ページ参照。 
5 参考資料９１ページ参照。 
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＜愛知県における外国人登録者の主な在留資格（在留目的）別の推移＞ 

（資料） 法務省「在留外国人統計」 ＊２０１０年からの「特定活動」は、特定活動に「技能実習」１号・２号を合算したもの 
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場合も多く、彼らにとって多文化共生は他人事ではありません。また、日本で育ち、日本の

大学などで教育を受けた外国人青少年が増えてきており、今後の多文化共生の担い手と

して期待できます。企業にとっても外国人は特別な存在ではなくなりつつあります。さらに、

東日本大震災を機に、地域づくりの担い手として外国人の重要性が認識されるようになり

ました。6 

（２） 現在も残っている課題 

前プラン策定後、状況は改善されてきたものの、依然として残っている課題もあります。 

○雇用、子どもの教育、日本語教育など、引き続き取組が必要 

外国人県民は、短期契約など、あいかわらず不安定な雇用形態で働いている場合が多

くなっています。また、外国人の子どもの教育は、法的に義務化されていない7ため、不就

学などの問題が残っています。外国人学校は、各種学校として認可されている学校は少

なく8、教育環境の整備が必要とされています。大人が日本語を学ぶ機会は、単発的に設

けられる場合はあるものの、制度として整備されておらず、就職しても、日本語がわからな

いため辞めてしまう場合も見受けられます。 

○日本人県民と外国人県民の触れ合う機会はまだ不足している 

 外国人県民に対するイメージは向上しつつありますが、苦手意識を持っている日本人県

民も少なくありません。また、地域活動へ積極的に参加している外国人県民もいますが、

全く参加していない場合もあり、日本人県民と外国人県民が実際に触れ合う機会はまだ不

足しています。 

○日系定住外国人以外の外国人県民に対する幅広い視点が大切 

これまでは、１９８９（平成元）年の「出入国管理及び難民認定法」（以下、「入管法」という。）

の改正9を機に急増した日系定住外国人を中心に取組を進めてきました。一方、近年増えて

きたフィリピン人などのアジア圏の出身者や、戦前から日本に住んでいる韓国・朝鮮籍など

の特別永住者10、中国残留邦人11、その他、様々な背景や国籍を持つ方々が本県には住

んでいることから、そうした方々に対する幅広い視点も大切です。 

                                         
6  「東日本大震災後には大勢の外国人が支援する側に参画しており、外国人を弱者として捉えるのではなく、外国
人の防災への参画の視点も検討すべき」（２０１２年２月２７日に総務省主催で開催した「多文化共生の推進に関す
る研究会（第1回会合）」における田村太郎委員の発言）。 

7 日本国憲法第２６条第１項・第２項によると、教育を受ける権利を有し、子どもに教育を受けさせる義務があるのは
「国民」、すなわち日本国籍を有する者に限られます。ただし、公立の小中学校への就学を希望する場合には、無
償での受入を行うとともに、日本語や適応指導などの必要な配慮を行っています。 

8 県内のブラジル人学校は、２０１２年５月現在１３校中４校のみが各種学校の認可を受けています。 
9 在留資格が１７種類から２７種類に拡充されるなど、在留資格の種類と活動範囲の全般的な見直しが行われました。
その結果、日系人２世や３世には、在留活動に制限のない「定住者」の在留資格が認められました。 

10  「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法」（１９９１年１１月施
行）により定められた在留の資格、または当該資格を有する者をいいます。第二次世界大戦が終わる前から日本に
居住しており、サンフランシスコ平和条約（１９５２年）の発効によって日本国籍を失った後も引き続き日本に在留し
ている朝鮮半島・台湾出身者とその子孫を対象としており、在留期間や在留活動に制限はありません。 

11 １９４５年８月９日、ソ連軍が満州（中国東北部）に侵攻して以降の混乱の中で日本に帰国できず、やむを得ず中国
にとどまった日本人。その配偶者や子なども含め、日系人と同様、「定住者」資格が認められています。 
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２ プラン策定の趣旨 

以上のように、前プラン策定時と比べて、多様化や永住化の傾向が強くなっており、そ

れに伴う新たな課題が出てきています。また、前プラン策定以降、行政による様々な施策

やＮＰＯの活発な活動により状況は改善されつつあるものの、依然として残っている課題も

あり、特に、教育・労働などの生活環境の整備は急がなければなりません。一方で、学生

や外国人自身も多文化共生の担い手として大いに期待できる状況になってきました。 

そのため、こうした新しい担い手と一緒に、課題に対応するだけでなく、地域の発展や

暮らしやすい社会づくりに資する施策を計画的かつ総合的に展開し、継続的・広域的な制

度・仕組みづくりをより推進していくためのプランを策定する必要があります。 

そこで、前プランの期間満了に伴い、さらに多文化共生社会づくりを推進するため、「あ

いち多文化共生推進プラン２０１３－２０１７」（以下、「本プラン」という。）を策定しました。 

３ プランの性格 

本プランは、多文化共生社会づくりに関する本県の基本的な考え方や役割を明確にす

る指針としての性格と、本県と（公財）愛知県国際交流協会が実施する推進施策を具体的

かつ体系的に掲げる中期行動計画としての性格を合わせもつものです。 

さらに、多文化共生社会づくりを着実に推進していくためには、様々な地域社会の担い

手の連携・協働した取組が重要です。そのため、国、県、市町村、県民、NPO、企業、大学

など様々な活動主体の役割を示すとともに、こうしたすべての主体が多文化共生を理解す

る上での参考となり、取組を実施する際に活用することができるプランとしました。 

４ プランの策定方法 

本プランの策定にあたっては、学識経験者を始め、地域の多文化共生推進に関わる

様々な活動主体の関係者で構成する「新あいち多文化共生推進プラン（仮称）検討会議」12

を設置し、様々な立場からの意見を求めました。また、地域社会における外国人県民の役

割をテーマに「外国人県民あいち会議」13を開催して意見を聴いたり、ＮＰＯと行政との連

携・協働をテーマに「ＮＰＯと行政のテーマ別意見交換会」14を開催して検討を行いました。

さらに、パブリックコメントや外国人県民への意識調査15を実施するなど、幅広い方々の意

見や要望を反映した内容としました。 

５ 計画期間 

２０１３（平成２５）年度から２０１７（平成２９）年度までの５年間とします。   

                                         
12 参考資料１００ページ参照。 
13 参考資料７４ページ参照。 
14 参考資料７２ページ参照。 
15 参考資料７６ページ参照。 
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第２章 多文化共生推進に関する基本的な考え方 

１ 多文化共生推進の必要性 

外国人県民の急増期は過ぎましたが、多様化や永住化が進展する中で、外国人県民を

取り巻く課題は、ますます複雑で多岐にわたってきました。また、２０１２（平成２４）年７月の

住民基本台帳法の改正施行16により、外国人県民も日本人県民と同じ住民基本台帳に登

録されるようになった今、同じ住民として、国籍を問わず、誰にとっても暮らしやすい多文化

共生の地域づくりを一層推し進める必要性が増しています。 

また、本県の人口見通しは、今後、２０１５（平成２７）年から２０２０（平成３２）年にかけて減

少に向かい、生産年齢人口（１５～６４歳）がさらに減少する一方で、６５歳以上の高齢者の

増加が続くと推計されています。人口減少･超高齢社会が到来する中で、地域の活力を維

持するためには、外国人県民を含めたすべての県民が能力を発揮できるような社会づくり

が不可欠です。 

 

 

                                         
16 これまで外国人は、外国人登録法により登録されていましたが、在留カードの交付など新たな在留管理制度の導

入に伴い、外国人登録法は廃止され、住民基本台帳に登録されるようになりました。 

＜愛知県の人口の推移と将来推計＞ 

（資料） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（２００７年５月） 

      愛知県県民生活部統計課「愛知県統計年鑑」 
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２ 多文化共生推進の意義 

■ 外国人県民の人権保障の推進 

多文化共生の地域づくりの推進は、「国際人権規約」、「人種差別撤廃条約」、「日本

国憲法」17などで保障された外国人の人権尊重の趣旨に合致します。 

国籍や民族などのちがいにかかわらず、すべての県民の人権が平等に尊重され擁護

されることこそ、平和で幸福な社会をつくる礎となります。 

 

■ 地域の魅力向上と活性化の推進 

社会経済活動全般においてグローバル化が進展する中で、世界に開かれた地域づく

りを積極的に推進することによって地域の魅力が高まり、県外や世界の人々に愛知県を

誇ることができます。また、海外から有用な人材を招き地域への定着に取り組むことで、

地域社会の活性化がもたらされ、地域産業･経済の振興につながります。 

 

■ 地域のグローバル化の推進 

多文化共生の地域づくりの推進により、地域住民の国際感覚や異文化に対する理解

が深まります。地域での異文化交流が進むことで、新たな価値を見出し、新しい豊かな

文化を創造する機会も増えます。また、国際的に活躍できるグローバルな人材をより多

く輩出することにつながります。 

 

■ 安全で安心なまちづくりの推進 

外国人県民に日本の法令や生活習慣などに対する理解を促すとともに、交通事故や

犯罪などの被害に遭わないように情報の提供を行ったり、生活環境を整備することによ

り、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりの推進につながります。 

 

■ すべての人に暮らしやすいまちづくりの推進 

多文化共生の地域づくりの推進は、言語や文化、能力など様々な特性やちがいを認

め合い、すべての人に配慮した暮らしやすいまちづくりの推進につながります。 

                                         
17 １９７８年の最高裁判決以後、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを

その対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」と解されています。人権

の普遍性や憲法前文の国際協調主義、さらには憲法９８条２項の条約遵守義務から、日本国憲法上、一般に外国

人の人権保障の必要性が導かれています。 
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３ プランの目標 

（１）基本目標 

多文化共生社会の形成の推進により、国籍や民族などのちがいにかかわらず、すべての

県民の人権が尊重され、県民一人ひとりが地域社会の担い手として、個人の能力を十分発

揮しながら、地域社会の様々な活動に主体的に参加し活躍できる環境づくりが進みます。

そして、幅広い分野で内外から多数の優れた人材を引き寄せることが期待され、地域への

定着に取り組むことが地域活力の源となります。 

こうした地域づくりは、短期間で形成できるものではなく、目指し続けるべき目標であると

考えます。 

そこで、前プランから引き続き、本プランでも以下の基本目標を定め、様々な推進主体と

の連携･協働を図りながら、国籍や民族などの異なる人々がともに安心して生活できる、豊

かで活力に満ちた魅力ある地域社会をめざします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

＊本プランにおける多文化共生社会の定義 .............   

「国籍や民族などのちがいにかかわらず、すべての県民が互いの文化的背景や考え方

などを理解し、ともに安心して暮らせ活躍できる地域社会」 

【基本目標】 

 

 

 

 

 

多文化共生社会の形成による豊かで活力ある地域づくり 
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（２） 施策目標 

基本目標を実現するために、次の３つの施策目標を掲げます。 

 

  

誰もが参加する地域づくり 

地域で暮らす一人ひとりが地域社会の担い手となる場づくりを進め、

その能力を十分発揮しながら活躍できる環境を整備するとともに、

様々な担い手が対等な立場で連携・協働した地域づくりを推進してい

きます。 

 

 

多文化共生の意識づくり 

国籍や民族などのちがいにかかわらず、すべての県民の人権が尊重 

され、県民が互いの文化的背景や考え方などについて相互に理解を

深める機会を増やすとともに、日本人県民と外国人県民が地域で協

力･協働し、ともに暮らしていくという意識づくりを推進していきます。 

 

 

 

誰もが暮らしやすい地域づくり 

将来にわたって日本で生活していけるよう、外国人県民の自立18に向

けて、生活全般にわたる支援のさらなる充実を図るなど生活環境を向

上させることにより、日本人県民も外国人県民もともに安心して生き生

きと暮らせる地域づくりを推進していきます。 

 

 

                                         
18 日常生活で言葉の面などで他人の支援が必要であるとしても、自らの人生や生活のあり方を自らの責任で決定し、

選択して生きられることを「自立」と言います。 

施策目標 Ⅰ 

施策目標 Ⅲ 

施策目標 Ⅱ 
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（３） 目指すべき状態 

本プランでは、多文化共生社会の具体的なイメージを明確にするため、「目指すべき状

態」を明示しました。 

なお、当面５年間では、こうした状態に向けての体制や制度づくりを行い、それが機能し

始めている状態を目指していきます。 

 

施策目標Ⅰ 誰もが参加する地域づくり 

 

＜目指すべき状態＞ 

1． 自らの能力を十分発揮しながら活躍できる環境が整備されている 

日本人県民と同じように社会で活躍できるよう、教育、日本語習得などの環境が整っ

ており、複数の文化を理解しているという特長を生かすなど、外国人県民自らの能力

を十分に発揮できる環境が整備されています。 

2． 外国人県民も含めた様々な担い手が対等な立場で連携・協働している 

行政や様々な分野のＮＰＯ、企業、大学、学校、自治会、地域住民などがそれぞれ

の立場から連携・協働します。また、外国人県民も施策の立案・検討・運営などに関

わるなど、新たな担い手が多文化共生社会づくりの役割を担っています。 

 

施策目標Ⅱ 多文化共生の意識づくり 

 

＜目指すべき状態＞ 

3．外国人県民の人権が尊重され、地域で前向きに受け入れられている 

外国人県民の人権の尊重はもとより、多文化共生に対する理解が進み、外国人県民

と日本人県民の交流が進んでいます。また、多文化共生に関する継続的・広域的な

制度・仕組みづくりが進んでいます。 

 

 

施策目標Ⅲ 誰もが暮らしやすい地域づくり 

 

＜目指すべき状態＞ 

4．外国人県民が自立して、安全で安心して暮らせる地域になっている 

 相談体制や医療・保健・福祉が充実しており、労働や居住の環境も改善されています。

また、安全で安心なまちづくりが進んでいます。 
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 第３章 推進施策の方向 

本プランでは、「施策の方向」を「目指すべき状態」によって整理しました。また、特に、次

に示した「施策のポイント」の視点から施策の検討を行いました。 

なお、本プランでは、既存事業の充実を図るとともに、多様な担い手や関係機関・団体な

どと連携を図りながら、効果的かつ効率的に施策を推進していくことが特徴となっています。 

また、施策については、「第５章 具体的な施策」にまとめてありますが、早期に実施すべ

き重要な施策については、各施策目標ごとに「重点施策」として示しました。 

 

【プランの体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人県民の人
権が尊重され、
地域で前向きに
受け入れられて
いる

⑦多文化共生に対する理解の促進

⑧外国人県民と日本人県民の交流
の推進

⑨継続的・広域的な制度・仕組みづ
くり

⑩人権尊重の意識づくり

施策目標 目指すべき状態 施策の方向

３

自らの能力を十
分発揮しながら
活躍できる環境
が整備されてい
る

１

外国人県民が自
立して、安全で
安心して暮らせ
る地域になって
いる

４

⑪相談体制などの充実

⑫医療・保健・福祉の充実

⑬労働環境の改善

⑭居住環境の改善

⑮防災・防犯対策などの充実

外国人県民も含
めた様々な担い
手が対等な立場
で連携・協働し
ている

２

④様々な担い手の対等な連携・協
働の推進

⑤外国人県民の施策・企画への参
加の促進

⑥多文化共生の担い手の育成

①子どもの教育の充実

②日本語学習や多言語による情報
提供の充実

③就業・起業に対する支援の充実

・多文化共生月間の制定
・多文化共生に関する出前講座などの実
施
・交流や国際理解を深めるためのイベント
実施
・異文化理解イベントカレンダーの作成
・先導的事業の普及
・継続的な取組を行うための方策の検討
・人権啓発資料の作成 など

主な具体的な施策

・外国人相談事業の実施
・多文化ソーシャルワーカーの活用
・あいち医療通訳システムの普及及び対
象の拡大
・医療機関等外国人対応マニュアル普及

・外国人労働者の適正雇用を進める憲章

の普及

・外国人県民を対象とした職業訓練の実施

・民間賃貸住宅への円滑な入居支援
・災害多言語支援センターの設置
・関係機関と連携した安全・安心なまちづく
り など

・多文化共生分野と他分野行政・ＮＰＯの
協働推進
・様々な担い手からなる会議の開催
・外国人県民あいち会議の機能強化
・多文化共生の担い手となる外国人県民
のネットワーク化
・顕彰の実施
・学生や外国人青少年の活動促進 など

・日本語教育適応学級担当教員の加配
・進路説明会などの開催
・外国人県民の子どもたちの教育に関する
プロジェクトチームの設置
・日本語教育に関する実態調査と指針の
策定及び普及
・「やさしい日本語」の普及
・外国人県民の起業の支援 など

多 文化共 生
の意識 づ く りⅡ

誰 も が 参 加
する地域づくりⅠ

Ⅲ

多文化共生社会の形成による豊かで活力ある地域づくり基 本 目 標

誰 も が 暮 ら し
やすい地域づくり
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【施策のポイント】 

（１） 子どもの教育の充実 

 子どもたちが小中学校でしっかりとした教育を受ける機会を確保するとともに、就学前

や高校・大学進学の支援、学齢を超過した子どもたちへの支援などを行います。また、外

国人学校に通う子どもたちについても、その教育環境を整えていく必要があります。さらに、

子どもたちにとって、すでに日本社会で活躍している第二世代19は将来の目標であり、こう

した世代と触れ合う機会を増やすことも必要です。一方、日本人県民の意識を変えるため

にも、学校教育はとりわけ重要であり、校長を始めとする管理職や教員に対して多文化共

生について理解を深める機会を設ける必要があります。 

（施策の方向Ⅰ－１－①） 

（２） 日本語教育の体制整備 

 日本語は生活のあらゆる場面で使われており、外国人県民が地域社会に参画するため

には、日本語を習得する必要があります。そのため、ボランティアによる日本語教室活動を

支援するだけでなく、日本語教育関係機関・団体の経験やノウハウなどを活用して、日本

語教育の体制を整備するための方策を検討していきます。 

（施策の方向Ⅰ－１－②） 

（３） 様々な担い手との連携・協働 

 市町村において様々な取組がされているため、そうした取組を広域的に展開するととも

に、様々な多文化共生の担い手（国際交流協会、NPO、企業、大学、自治会など）が、お

互いの特長を生かしながら、連携・協働していくための場づくりを行う必要があります。また、

福祉、教育、防災など他分野との連携・協働も図っていきます。 

（施策の方向Ⅰ－２－④） 

（４） 外国人県民との協働 

外国人県民も地域社会の担い手として活躍できる社会を実現するため、日本人県民が

外国人県民向けに企画するだけでなく、外国人県民や外国人自助組織との協働により、

双方がともに、施策の立案・検討・運営などに関わる仕組みをつくるなど、外国人県民が

担い手となるような場づくりを進めていきます。また、今後の多文化共生の担い手として、

日本の大学で教育を受けるなど日本で育った外国人青少年に注目していきます。 

（施策の方向Ⅰ－２－⑤・⑥） 

（５） 多様性への理解の促進 

 多文化共生の意味20を正しく伝え、県民一人ひとりの理解と認識を深めることが必要で

す。そのためには、多文化共生に向けてのメッセージを発信するとともに、外国人県民と日

                                         
19 就労目的で来日した第一世代に対して、親に連れられて幼少期に来日したり、日本で生まれ育った世代のこと。 
20 「多文化共生」は、「外国人支援」と同義に捉えられがちです。しかし、多文化共生推進のためには、外国人が日

本社会で自立していくための支援は重要ですが、日本人への啓発なども行い、地域全体で外国人も日本人も共に

生きていく社会づくりを進める必要があります。また、自分たちの国の文化を尊重しながら自分たちの言葉で生きて

いける「多文化主義」と同義に捉えられがちですが、日本社会で自立して生活するには、ある程度、日本語が必要

であり、日本文化にも合わせていく必要があります。そうした違いをはっきりと伝えていく必要があります。 
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本人県民が触れ合う機会をより多く設ける必要があります。なお、その際、外国人県民の

多様化に鑑み、全ての国籍や民族に対する理解が進むように留意します。 

（施策の方向Ⅱ－３－⑦） 

（６） 外国人県民も安心して生活できる社会づくり 

 今後は、外国人県民や日本人県民が不安定な就労などのため社会的に弱い立場にな

ることのないよう、就労環境の改善や就労支援などを実施して社会保障のセーフティネット

から漏れていかないようにすることが必要です。また、高齢化が進展すると予想される中、

医療・保健・福祉を充実するとともに、防災・防犯対策を進め、安心して生活できる社会づ

くりを進めていきます。 

（施策の方向Ⅲ－４） 
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１ 施策目標Ⅰ 誰もが参加する地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（公立学校における学習機会の保障） 

○ 外国人児童生徒に対するきめ細かな語学指導や学校生活への適応指導を実施する

ため、公立小中学校への日本語教育適応学級担当教員の配置21や語学相談員の派遣

を充実するとともに、県立高等学校に生徒の母語/母国語22に堪能な、外国人生徒の教

育を支援する支援員の配置を充実するなど、公立学校の受入体制のさらなる整備を推

進します。また、外国人県民の子どもの教育を受ける権利の保障に向けて、教育に関す

る基本的な方針の策定や専任教員の配置の充実などについて、国に積極的に要望を

行います。【具体的な施策１～３】23 

○ 外国人児童生徒を担当する教員などを対象に、語学演習、講義、研究協議などを通

して、外国人児童生徒の教育に必要な知識や技能を習得させ、資質の向上に努めると

ともに、外国語に堪能な者、または外国での様々な経験を有する者などの積極的な教員

採用に努めます。また、校長を始めとする管理職に対する研修会では、多文化共生の

視点に立ったプログラムを取り入れるなど、その内容の充実を図ります。【４～６】 

○ 高等学校における教育を受ける機会を促進するため、外国人生徒を対象とした入学

                                         
21 外国人児童生徒を受け入れる学校における日本語指導の充実を図るため以下の基準により日本語指導を行う教

員が加配配置されています。 [小学校]日本語指導が必要な児童生徒が１０人以上：１人、３１人以上：２人、５１人

以上：３人、７１人以上：４人、９１人以上：５人。[中学校]日本語指導が必要な児童生徒が１０人以上：１人、２１人以

上：２人、３１人以上：３人、４１人以上：４人。 
22 母語は、個人が最初に接触あるいは習得する言語です。母語と母国語は異なる場合があります。Ａ国で生まれ育

ってＡ語を身につけていても、国籍がＢ国であれば、母語はＡ語、母国語はＢ語になります。 
23 末尾の数字は、２９ページからの「第５章 具体的な施策」の番号に対応しており、各施策の方向の記載に対応す

る具体的な施策を示しています（以下、「具体的な施策」の記載は省略）。 

＜目指すべき状態＞ 

１ 自らの能力を十分発揮しながら活躍できる環境が整備されている 

  施策の方向① 子どもの教育の充実 

  施策の方向② 日本語学習や多言語による情報提供の充実 

  施策の方向③ 就業・起業に対する支援の充実 

２ 外国人県民も含めた様々な担い手が対等な立場で連携・協働している 

  施策の方向④ 様々な担い手の対等な連携・協働の推進 

  施策の方向⑤ 外国人県民の施策・企画への参加の促進 

  施策の方向⑥ 多文化共生の担い手の育成 

 

子どもの教育の充実 施策の方向 ① 
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者選抜を引き続き実施するとともに、中学校卒業程度認定試験24の改善について、国に

対して積極的に要望を行います。【７】 

○ 多文化共生の視点に立った国際理解教育を推進し、児童生徒の国際感覚や異文化

理解の向上に努めます。【８】 

○ 不就学の子どもや放課後の児童に対する学習支援は、国際交流協会やＮＰＯによっ

て支えられていますが、継続的に事業が実施できるよう、国に制度化を要望していきま

す。また、不就学を早急に解消するため、不就学の子どもやその保護者の就学意識･意

欲を高める働きかけを行ったり、住民基本台帳法が改正され、外国人県民についても住

民票が作成されるようになったことから、住民基本台帳の活用などによる就学の促進に

ついて、市町村に必要な助言を行うとともに、就学の実態把握ができるようシステムの構

築を国に求めていきます。【９】 

（外国人学校に対する施策） 

○ 外国人学校に対しては、各種学校の認可申請に関する情報提供を行い、各種学校・

学校法人化を引き続き促進するとともに、認可基準の緩和に努めます。また、各種学校

認可校には私学助成金を交付します。【１０・１１】 

○ 外国人学校は学校保健安全法の対象になっていない25ことから、学校保健のあり方に

ついて検討を行うとともに、その実態を把握し、対策を検討します。【１２】 

○ 地元経済団体や企業などと協力して創設した「日本語学習支援基金」を活用して、外

国人学校の日本語指導者の雇用に必要な経費の一部を助成します。また、外国人学校

が希望する日本語学習教材を給付します。【１３】 

（課外における様々な支援） 

○ 「日本語学習支援基金」を活用して地域の日本語教室へ助成を行うとともに、日本語

指導ボランティアの養成を行うなど、外国人県民の子どもの日本語学習を促進します。

【１３】 

○ また、より多くの人たちに学習支援ボランティアへの参加を呼びかけるとともに、参加

希望者と国際交流協会やＮＰＯとの間をつなぐなど、人材の養成や確保などの支援をし

ます。【１４】 

○ 公立小学校に入学予定の外国人県民の子どもが早期に学校に適応するためには、

初期の日本語指導や学校生活への適応指導が重要です。このため、全国に先駆けて

                                         
24 学校教育法第２３条の規定により、病気などやむを得ない事情で就学を免除された人や、日本の国籍を有しない

人で受験年度末までに１５歳以上になる人などに対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために

国が行う試験です。 
25 学校保健安全法は、学校における児童生徒及び職員の健康の保持増進を図るためのものですが、学校教育法
第一条に定める学校が対象となっているため、外国人学校は、各種学校に認可されていても、この対象にはなって
おらず、健康診断を実施していない学校も多くあります。 
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作成した「プレスクール26実施マニュアル」やモデル事業の成果を活用し、実施主体など

への説明会を開催するなど、プレスクールの設置を促進します。【１５】 

○ 母語／母国語は、アイデンティティの確立や親子の円滑なコミュニケーションなどのた

めに重要なことから、外国人県民の子どもたちが母語／母国語に誇りと関心が持てるよう

にしていきます。【１６】 

○ 将来、社会においてその能力を発揮するためには、子どもたち自身が将来の進学や

仕事に夢をもち、その実現に向けて努力することが大切です。そのため、進路に関する

情報を提供したり、具体的なイメージが持てるよう、すでに日本社会で活躍している第二

世代から話を聞く機会を設けます。【１７】 

○ また、そうした情報を提供するため、子どもたちや保護者向けに「外国につながる子ど

もたちの進路開拓ガイドブック」を、地域で支援している団体向けに「外国につながる子

どもたちの進路応援ガイドブック」を作成したところですが、これらの普及などを通じて、

子どもたちの夢の実現に向けて支援します。【１８】 

（全体） 

○ 日本で成長していく子どもたちが夢を実現させるためには、年齢や通学・進学状況な

どに応じて施策を実施していく必要があります。そのため、外国人県民の子どもたちに対

する施策を総合的・体系的に実施するとともに、施策の充実に向けて、関係部局からな

るプロジェクトチームを設置し、市町村や子どもたちをサポートしている NPOなどの関係

者の意見を聞きながら、より効果的に施策が実施できるよう検討していきます。【１９】 

  

 

（日本語学習） 

○ 外国人が日本社会で円滑にコミュニケーションを図るためには、日本語の習得が大変

重要ですが、そのためには、日本語教育の体制整備が不可欠です。現在、地域の日本

語教育はボランティアに頼っていますが、（社）日本語教育学会などの専門機関や国際

交流協会、日本語教室、企業、外国人県民の代表などの関係者と連携して、実態を把

握し、どのような体制を整備していくべきかを検討して、国に制度化を働きかけていく一

方、県としての方針を明確にします。【２０】 

○ また、外国人県民に対し、日本語や日本の文化、慣習などに関する学習の必要性に

対する理解を促し、自発的に学習するよう啓発するとともに、身近な場所で日本語や日

                                         
26 小学校入学前に基礎的な日本語や学校の習慣などを教える事業。日本人の親は、我が子の小学校入学を前にし
て、名前などの読み書きを教えたり学校の行事を話すなど小学校に対応できるように準備をしますが、外国人の親
の中には日本語や日本の学校の制度などがわからないために、教えることができない人もいます。そのため外国人
の子どもの中には、日本の小学校に入学したものの、うまく適応できずに不登校になってしまう事例もあります。 

日本語学習や多言語による情報提供の充実 施策の方向 ② 
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本の文化などについて学ぶことができるよう、学習機会の充実に努めます。外国人県民

の日本語学習などをサポートするボランティアの養成や NPO などが実施する日本語教

室に対しても支援していきます。【２１～２３】 

○ なお、インターネット上には、豊田市の作成した「とよた日本語学習支援システム」や豊

橋市が作成した「Vamos Ganbatear」のような日本語学習コンテンツが公開されています。

こうしたコンテンツの紹介や日本語学習に関する情報提供や相談に応じることにより、自

発的な学習を支援します。【２４】 

○ また、「とよた日本語学習支援システム」は、学習コンテンツだけでなく、地元大学と連

携して、教室開設のプロセスや授業の進め方、日本語能力判定の基準や方法について

も開発しており、こうしたノウハウなども普及していきます。【２４】 

（情報提供） 

○ 外国人県民に対して提供される行政サービスや住民として享受できる権利、税金・社

会保険料（税）の納付など履行しなければならない義務の内容、地域社会のルールや

慣習など、様々な情報提供を行います。なお、情報提供に当たっては、受け手である

外国人県民の意見を踏まえた内容やあり方を検討するとともに、情報機器の発達と普

及を念頭に置いて、有効な手段を積極的に取り入れていきます。【２５】 

○ 特に、日本語を十分理解することができない外国人県民に対しては、多様な言語で

多様なメディアを活用して、情報提供に努めるとともに、民間における多言語対応につ

いても働きかけていきます。【２６～２８】 

○ また、どの国の人たちにも理解できる「やさしい日本語」を広く知ってもらうとともに、外

国人と関わる機会の多い自治体職員や教員などに対する普及に努めていきます。【２９】 

  

○ 外国人県民がこの地域に定着し、企業などにおいて活躍することにより、地域社会の

活性化がもたらされ、多文化共生社会づくりにも寄与します。特に、留学生や日本で育

った外国人青少年は、今後の多文化共生の地域づくりのキーパーソンとなりうるため、

就職支援事業の実施など、この地域に定着し、活躍できる環境整備を推進します。  

【３０・３１】 

○ また、外国人県民は、日本社会で暮らす中で、日本人とはちがった視点での発想や

地域の課題が見えてくるため、起業し、継続的に事業を実施することにより、地域で活

躍できる可能性があります。そのため、起業するために必要な情報提供などを行うこと

により、外国人県民のこの地域での起業を促進します。【３２】 

就業・起業に対する支援の充実 施策の方向 ③ 
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○ 多文化共生の推進にあたっては、県だけでなく、市町村、国際交流協会、NPO、企業、

大学、学校、自治会や地域住民など多様な担い手がそれぞれの役割を果たしていま

す。また、外国人県民の役割も大切です。そのため、こうした様々な立場の者が、お互

いの特長を生かしながら、対等な立場で連携・協働するとともに、本県の多文化共生施

策について話し合う場をつくります。【３３】 

○ 多文化共生に関わる複雑で多岐にわたる課題に対応するため、多文化共生分野と他

分野の行政及びＮＰＯが、それぞれの役割を踏まえ、中長期的な視点に立って策定し

た協働ロードマップ27に沿って協働を推進します。【３４】 

○ また、効率的・効果的に事業を行えるよう、県と市町村のネットワークを築くとともに、外

国人の多い他県との連携も図っていきます。【３５】 

   

○ 外国人県民も地域社会の担い手として活躍できる社会を実現するため、日本人県民

が外国人県民向けに企画するだけでなく、外国人県民や外国人自助組織との協働によ

り、双方がともに、施策の立案・検討・運営などに関わることができるような仕組みをつくり、

外国人県民が地域における施策の担い手となるような場づくりを検討します。その一つと

して、本県が、外国人県民から直接意見を聴き、施策に反映させるために、２００２（平成

１４）年度から、開催している「外国人県民あいち会議」のあり方について検討し、外国人

県民が施策の立案・検討・運営などに関わる場となるよう機能を強化します。【３６】 

○ また、これまで当会議の委員を務めた外国人県民を始め、多文化共生の担い手となり

得る外国人県民のネットワーク化を図ります。【３７】 

○ 外国人県民がこうした地域社会の活動に積極的に参加できるよう、雇用している企業

に対して理解を求めていきます。【３８】 

 

 

○ 多文化共生を推進していくためには、地域における活動の活性化を図っていくことが

重要であるため、地域で活動できる人材や団体を育成するとともに、長年、多文化共生

                                         
27 行政、ＮＰＯを中心とした公共を担う各主体が、中長期的な視点に立ち、県政各分野における特定課題をテーマ

に協議することにより、問題意識やビジョンを共有し、連携して公共サービスの向上を目指す方向性を示す行程表

として考えられたもの。２０１２年度に、「多文化共生社会づくりにおける連携・協働」をテーマとして策定した。参考

資料７２ページ参照。 

様々な担い手の対等な連携・協働の推進 施策の方向 ④ 

外国人県民の施策・企画への参加の促進 施策の方向 ⑤ 

多文化共生の担い手の育成 施策の方向 ⑥ 
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に貢献している個人や団体を表彰していきます。【３９】 

○ 日本人の学生の多くは、小中学生期に外国人の同級生を持っていた経験があり、多

文化共生を当たり前のこととして考えられるようになってきています。また、サークルやゼ

ミなどにおいて、多文化共生に関する活動をしている学生も増加してきていることから、

大学などと連携しながら、多文化共生に対する理解を深めていくとともに、こうした活動

を促進します。【４０・４１】 

○ 一方、日本で生まれ、日本の大学などで教育を受け、日本社会で活躍している外国

人青少年が増えています。彼らは、今後の多文化共生の担い手として期待される存在

です。また、自らの経験を踏まえ、社会貢献活動を行う外国人県民や団体も増加してい

るため、こうした活動を促進していきます。【４２】 

○ 外国人県民も様々な住民サービスに関わることから、行政職員に対して、研修などを

行うことにより、多文化共生に対する理解を深めていきます。【４３】 

≪重点施策≫ 

施               策 目標とする状態 
主な関係部局・ 
団体など 

I.   関係部局からなるプロジェクトチームを

設置し、外国人県民の子どもたちに対す

る施策を総合的・体系的に実施します 

プロジェクトチーム

設置 

地域振興部、県民生

活部、教育委員会な

ど 

II.  専門機関などと連携して、地域の日本

語教育に関する実態調査を行い、県とし

ての日本語教育に関する指針を策定し、

普及していきます 

指針策定 

地域振興部、（社）日

本語教育学会、国際

交流協会、日本語教

室、企業、外国人県

民など 

III.  協働ロードマップに沿って、多文化共

生分野と他分野の行政及びＮＰＯとの協

働を推進します 

協働ロードマップに

沿って推進 

地域振興部、県民生
活部、防災局、健康
福祉部、産業労働
部、教育委員会、（公
財）愛知県国際交流
協会、NPOなど 

IV.  「外国人県民あいち会議」のあり方を

検討し、外国人県民が施策の立案・検

討・運営などに関わる場となるよう機能を

強化します  

機能強化 
地域振興部、外国人

県民 

V.  学生の多文化共生に関する活動や外

国人青少年の社会貢献活動を促進しま

す 

交流会などの開催 

地域振興部、大学、

学生、外国人青少年

など 
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２ 施策目標Ⅱ 多文化共生の意識づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 地域社会で外国人県民を受け入れるためには、まず、地域住民全体に対して、外国

人県民の現状や日本に住んでいる背景、多文化共生の意味を正しく伝え、理解と認識

を深めてもらうことが不可欠です。そこで、日本人県民と外国人県民との相互理解を促

進し、地域社会の意識改革を推進するため、継続的に意識啓発を行っていきます。【４４

～４８】 

○ 多文化共生月間を制定して、多文化共生に向けてのメッセージの発信や啓発イベント

の開催など、多文化共生に関する基本理念の普及・啓発活動を集中的に行います。ま

た、市町村や国際交流協会、NPO、企業、大学などに呼びかけて、多文化共生月間の

周知やイベント開催について協力を求め、県全体の取組としていきます。【４９】 

  

○ 外国人県民と交流を図ったり、異文化理解を深めるためのイベントを開催します。その

際、外国人県民の多様化に鑑み、様々な国籍や民族に対する理解が進むように留意し

ます。また、ボランティアを中心に運営される地域の日本語教室は、日本語を学習する

外国人県民と支援するボランティアが、日本語の学習を通して互いの文化的背景や考

え方などについて理解を深め交流できる場です。このような地域の日本語教室を活用し

て、相互理解が進むよう努めます。【５０】 

○ 各地域で行われている異文化理解イベントをとりまとめ、より広く周知することにより、イ

ベントへ参加する機会を増やし、外国人県民と日本人県民の相互理解を深めていきま

す。【５１】 

 

＜目指すべき状態＞ 

３ 外国人県民の人権が尊重され、地域で前向きに受け入れられている 

  施策の方向⑦ 多文化共生に対する理解の促進 

  施策の方向⑧ 外国人県民と日本人県民の交流の推進 

  施策の方向⑨ 継続的・広域的な制度・仕組みづくり 

  施策の方向⑩ 人権尊重の意識づくり 

多文化共生に対する理解の促進 施策の方向 ⑦ 

外国人県民と日本人県民の交流の推進 施策の方向 ⑧ 
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○ 本県においては、これまで先導的な事業に取り組んできました28が、モデル実施だけ

にとどまらず、ここで得られたノウハウなどを広く普及し、継続的な事業実施をしていき

ます。また、各市町村においても、地域の実情に応じた事業を数多く実施していること

から、こうした事業をとりまとめて広く紹介をすることにより、他の市町村にも広げていき

ます。【５２・５３】 

○ また、各主体が将来にわたって継続的に多文化共生社会づくりに取り組んでいける

よう、条例を含めた様々な方策を検討します。【５４】 

  

○ 差別や偏見のない地域社会づくりをめざし、県民一人ひとりが人権尊重の意識を身

につけられるよう、人権教育･啓発を推進します。【５５・５６】 

○ 地域社会や家庭、学校、職場などあらゆる生活場面において、誰もが参加しやすく、

主体的に学ぶことができるよう、人権に関する学習機会を増やすとともに、内容の充実

を図ります。【５５・５６】 

○ 多文化共生の意義や外国人県民が直面している問題などについて学ぶことは、児

童生徒の成長にも有益です。学校教育においても人権尊重の精神を基盤に、多文化

共生に関する学習機会の充実に努めるとともに、教員に対しても多文化共生について

学ぶ機会を提供します。【５７】 

≪重点施策≫ 

施               策 目標とする状態 
主な関係部局・ 
団体など 

VI. 多文化共生月間を制定します 制定 

地域振興部、関係部

局、市町村、国際交

流協会、ＮＰＯ、企

業、大学、県民など 

 

                                         
28 参考資料５２ページから５９ページの「３ 愛知県のこれまでの取組」参照。 

継続的・広域的な制度・仕組みづくり 施策の方向 ⑨ 

人権尊重の意識づくり 施策の方向 ⑩ 
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３ 施策目標Ⅲ 誰もが暮らしやすい地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 法律や行政手続き、教育などの様々な分野に対して、幅広く、多言語で対応できるよ

う、相談体制を充実します。【５８・５９】 

○ また、外国人県民の永住化の進展に伴い、外国人県民が抱える問題は、ドメスティッ

ク・バイオレンス29などの夫婦間の問題、子育てや児童虐待など親子間の問題、不就学

や不適応など子どもの教育の問題など、多様かつ複雑化していることから、多文化ソー

シャルワーカーを配置して、市町村、市町国際交流協会と連携・協力しながら、より専

門性の高い相談体制を充実します。【６０】 

○ 景気の悪化が続く中で、外国人県民や日本人県民が不安定な就労などによって、社

会的に弱い立場にならないための働きかけを行い、社会保障のセーフティネットから漏

れていかないようにすることが必要です。そのため、「社会的包摂」30の理念のもと、関

係部局・機関と連携を図っていきます。【６１】 

○ 日本語能力や学力の不足などから、ひきこもりやニート（若年無業者）などになってい

る外国人県民の子どもや若者がいますが、こうした困難を抱える子どもや若者が円滑

に社会生活を送るためには、一人ひとりに寄り添い、その抱える問題の解決に向けた

包括的・継続的な対応が必要となります。そのため、相談・支援を実施している県や国、

市町村、ＮＰＯなどの関係者が連携を密にし、身近な市町村において総合的な支援が

できるような仕組みづくりを支援していきます。【６２】 

                                         
29 パートナーなどの親密な関係にある（あった）者からふるわれる暴力。 
30 ソーシャル・インクルージョン。すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現

につながるよう、社会の構成員として包み支え合う理念のこと。 

＜目指すべき状態＞ 

４ 外国人県民が自立して、安全で安心して暮らせる地域になっている 

  施策の方向⑪ 相談体制などの充実 

  施策の方向⑫ 医療・保健・福祉の充実 

  施策の方向⑬ 労働環境の改善 

  施策の方向⑭ 居住環境の改善 

  施策の方向⑮ 防災・防犯対策などの充実 

相談体制などの充実 施策の方向 ⑪ 
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○ 外国人県民が安心して医療などを受けられるよう、人材を育成するとともに、医療通訳

者の派遣や電話通訳を利用できる「あいち医療通訳システム」の普及に努めます。また、

その対象を福祉分野へも拡大します。【６３～６６】 

○ 外国語による診療が可能な医療機関の情報について、外国人県民や支援団体など

への一層の周知を図りながら、内容の充実に努めます。また、外国人県民に適切な救急

医療が提供されるように努めます。【６７・６８】 

○ 永住化の進展に伴い、外国人県民の抱える課題は日本人県民の抱える課題と変わら

なくなってきており、高齢者や障害者などに対する社会福祉の充実が喫緊の課題となり

つつあるため、幅広い分野の部局や機関との連携を図っていきます。また、医療、年金、

保健、福祉など社会保障に関する情報提供を充実します。【６９・７０】 

  

 

○ 多文化共生社会の形成の推進には、外国人労働者の適正な雇用が行われることが

重要です。このため、「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するため

の憲章」31の普及を推進します。また、適正雇用に関する指導･監督は国の権限であり、

外国人労働者の適正雇用を進めるには、国の指導強化が不可欠です。そのため、機会

をとらえて、国に対して積極的に要望を行います。【７１】 

○ 企業の社会的責任32に対する取組は、日本社会の持続的発展にとって非常に重要で

あるとともに、外国人労働者の労働環境の保障にとっても重要であることから、企業の社

会的責任に関する取組を推進していきます。【７１】 

○ 地域社会の活性化に貢献できる貴重な人材である外国人県民がその能力を発揮し、

安定した職業生活を営めるよう、外国人県民（日本国籍を有せず、就労制限のない者）

を対象とした職業訓練（定住外国人対象委託訓練）を実施するとともに、日本における労

働関係制度への理解を促進します。【７２・７３】 

 

                                         
31 参考資料５９ページ参照。 
32 企業は社会的存在として、最低限の法令遵守や利益貢献といった責任を果たすだけではなく、市民や地域、社会

の顕在的・潜在的な要請に応え、より高次の社会貢献や配慮、情報公開や対話を自主的に行うべきであるという考

え方。２０１０年１１月に発行された国際規格（ＩＳＯ２６０００）では、社会的責任には７つの中核主題があるとしており、

その中で、「労働慣行」が挙げられています。これは、すべての労働者に対して平等な労働機会を確保し、公正か

つ労働者の安全と健康に配慮した労働条件・労働環境を整備するとともに、政府・雇用者・労働者の代表者間の交

渉・協議・情報交換などの社会対話の重要性を認識することを求めています。 

医療・保健・福祉の充実 施策の方向 ⑫ 

労働環境の改善 施策の方向 ⑬ 
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○ 県営住宅を始めとする公的賃貸住宅では、入居時に生活情報の提供や相談窓口を

設置します。また、自治会など居住者の協力を得ながら、外国人居住者へのルールの

理解を促進するとともに、関係部局と連携して地域づくりを考えていきます。【７４～７６】 

○ 集住地域では、ＮＰＯなどが子どもたちに対する学習支援や日本語教室などを実施し

ていますが、こうしたＮＰＯと自治会などの連携を図り、地域住民にも、こうした活動に関

わってもらうよう働きかけます。また、外国人居住者との交流事業をきっかけとして、日本

人同士も含めて、お互いの顔が見える関係づくりを推進することにより、地域が主体とな

った多文化共生型の居住環境の形成を図ります。【７７・７８】 

○ 外国人県民などの入居を受け入れる民間賃貸住宅（あんしん賃貸住宅）、協力店、支援

団体の情報提供を行います。【７９】 

 

 

（防災対策など） 

○ 地震や風水害などの災害時に外国人県民へ適切に対応するため、愛知県地域防災

計画に基づく支援対策を着実に実施します。また、平時から、市町村などと連携して、外

国人県民に対して、防災教育や防災情報の提供を行うとともに、地域で行われる防災訓

練などへの参加を促進することにより、災害時には、要援護者としてではなく、支援者と

しても活動できる人材を育成していきます。さらに、外国人県民も地域活動の担い手とな

る場のひとつとして、防災訓練を活用し、企画段階から外国人県民も関わっていけるよう

働きかけていきます。【８０・８１】 

○ 大地震などの災害が発生した際に、日本語が十分理解できないために行政機関など

が発信する情報を享受できなかったり、地震などの災害経験が少ないことが原因で精神

的な不安を抱えている外国人県民を支援するために、多言語などで情報提供をする「災

害多言語支援センター」33を設置します。【８２】 

○ また、外国人支援ボランティアまたは語学ボランティアを避難所などに派遣するととも

に、平時より訓練などを行い、ボランティアのネットワークを構築し、支援体制の整備を推

進します。また、災害情報や支援情報をより広く提供するために、市町村や関係機関と

の連携を図るとともに、マスコミとの連携も働きかけていきます。【８３～８５】 

                                         
33 ２００７年７月１６日に発生した新潟県中越沖地震の際に設置されたのを参考に、（財）自治体国際化協会によって
「災害多言語支援センター設置運営マニュアル」が作成されました。２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災で
は、その日の夜、（公財）仙台国際交流協会にセンターが設置されました。 

居住環境の改善 施策の方向 ⑭ 

防災・防犯対策などの充実 施策の方向 ⑮ 
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（防犯対策など） 

○ 日本社会の中でともに安全で安心して暮らせるためのルールを教えたり、安全・安心

に関する情報を多言語で提供します。【８６】 

○ 外国人県民が交通事故の当事者（被害者や加害者）にならないよう、自治体と警察が

連携し、多言語での交通安全情報の提供や交通安全教育の実施など、その取組を推

進します。また、犯罪の当事者にならないよう、各種犯罪の取締りを強化します【８７・８８】 

○ 悪質商法などの被害にあわないよう、消費生活全般に関する暮らしの情報を多言語

で提供します。【８９】 

○ 外国人県民の多い自治体や自治会などの関係機関と情報交換や意見交換などを行

い、地域の実情に応じた取組を連携して行うことにより、安全で安心なまちづくりを推進

します。【９０】 

≪重点施策≫ 

施               策 目標とする状態 
主な関係部局・ 
団体など 

VII.  あいち医療通訳システムの普及を図

り、その対象を福祉分野へも拡大します 
福祉分野への拡大 

地域振興部、健康福

祉部、市町村など 

VIII.  企業の社会的責任を果たすため、「外

国人労働者の適正雇用と日本社会への

適応を促進するための憲章」の普及を通

じて、外国人労働者の適正雇用を推進し

ます 

セミナー開催 
地域振興部、企業な

ど 

IX.  大地震などの災害が発生した場合に、

災害多言語支援センターを設置します 
協定締結 

地域振興部、（公財）

愛知県国際交流協

会など 

X.  地元自治体や自治会などの関係機関と

連携を図り、安全・安心なまちづくりを推

進します 

連携会議開催 

地域振興部、防災

局、警察本部、市町

村、自治会など 
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第４章 プランの推進に向けて 

１ 多文化共生推進主体の役割の明確化 

多文化共生の推進に効果的に取り組むため、各推進主体の役割分担について明確化し

ます。 

● 国  ················································································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

国は、定住外国人に関する政策の総合調整を行う「定住外国人施策推進室」を設置し、

日系定住外国人施策に関する基本方針に基づく各府省庁の行動計画を策定していますが、

この計画に盛り込まれた施策を、地域の実情や課題などを踏まえた上で、関係府省庁が緊

密に連携し着実に実施することが望まれます。 

また、中長期的な視点に立った、外国人全般の受入方針及び定住外国人を含む全ての

外国人が日本社会に適応して生活できるようにするための施策に係る体系的・総合的な方

針を策定することが望まれます。 

さらに、２０１２年７月から外国人も住民基本台帳法の適用対象になりましたが、外国人も

日本人と等しく行政サービスを受けられるよう、自治体に対する十分な財源措置が望まれま

す。 

● 愛知県  ········································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

県は、市町村を包括する広域の地方自治体として、市町村の境界を越えた広域的な課

題への対応、市町村レベルでは対応が困難な分野の補完、先導的な取組、様々な主体が

連携して取り組むことができる仕組みづくりなどを推進します。 

県教育委員会は、外国人児童生徒が学びやすい環境づくりを推進します。 

施策の推進にあたっては、庁内関係部署との連携が図られる体制のもと実施していきま

す。また、国、他の都道府県、市町村、国際交流協会、NPO、企業、大学、学校や地域住

民などに加え、外国人県民との連携･協働も積極的に図ります。 

その他、国の外国人受入方針の明確化や法制度などの整備が多文化共生を推進する

上で基本的な前提となるため、国の制度に関わるものは、引き続き、積極的に見直しや改

善を要望します。 

● 市町村  ········································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

市町村は、より身近な住民サービスを提供する基礎自治体です。特に、外国人県民も住

民基本台帳に登録されるようになったことから、教育、住宅、防災、社会保障など日常生活
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に関する分野の行政サービスが、日本人県民と同じように受けられるようにする必要があり

ます。また、提供される行政サービスや、税金・社会保険料（税）の納付など履行しなければ

ならない義務などの情報を、多言語などで提供する必要があります。一方、地域住民に対

しても、多文化共生に関する啓発などの取組を推進していくことが求められます。 

さらに、県との役割分担を明確にしながら、できる限り早期に多文化共生の推進に係る指

針･計画を策定し、地域の実情にあわせ、多文化共生の地域づくりを推進していくことが求

められます。 

市町村教育委員会は、県教育委員会と連携しながら、外国人児童生徒が学びやすい環

境づくりを進め、児童生徒の状況に応じた支援が求められます。 

● 国際交流協会  ············································································································································································································································································································································································································································································································································································  

国際交流協会は、県や市町村と連携して、多言語情報の収集・提供、外国人県民に対

する相談事業、ＮＰＯの活動支援、多文化共生の啓発活動、外国人県民との交流事業など、

地域のニーズや課題を踏まえたきめ細やかな取組の推進を図ることが期待されます。その

他、様々な多文化共生推進主体間のネットワークの構築も求められます。 

● NPOなどの団体  ························································································································································································································································································································································································································································································································································  

多文化共生の取組は、ＮＰＯなどの活発な活動に支えられてきました。各団体が持つノウ

ハウや情報、ネットワークなど団体の特色を生かしながら、地域のニーズを的確に把握した

活動の展開が期待されます。 

また、外国人県民自らがNPOなどを設立し、主体的に活動している事例も多く見られるよ

うになってきました。外国人県民も地域社会の一員であり、地域社会を支える担い手として

地域活動への積極的な参加を促進するため、多様な活動を展開していくことが期待されま

す。 

● 企業  ····························································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

外国人労働者は、この地域の経済活動に大いに貢献しています。外国人労働者を直接･

間接に雇用している企業は、外国人労働者の人権を尊重し、労働基準法、最低賃金法、

労働安全衛生法などの労働関係法令の遵守に努めるとともに、日本語の習得など外国人

労働者の日本社会への適応を促進するための取組が求められます。また、企業には、地域

の構成員としての社会的責任に加え、外国人労働者を雇用している企業としての責任があ

ります。企業はこの責任を認識し、この地域全体の課題への取組として、多文化共生の地

域づくりへの連携･協働が求められます。 
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● 県民  ····························································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

日本人県民は、外国の文化や生活習慣などの理解に努め、外国人県民を地域社会の

担い手として認めるとともに、積極的に交流を深めることが求められます。 

外国人県民は、日本語の習得や日本の文化、生活習慣、地域社会のルールなどの理解

に努め、地域社会の担い手として、地域の活動に積極的に参加することが求められます。 

すでに日本社会に生活基盤がある外国人県民は、日本社会に新しく入ってきたり、接点

がない外国人県民に対して、日本語や日本の文化、魅力、習慣、社会の仕組み、制度など

を伝えるとともに、アイデンティティを保つために母国の文化を伝えていくことが求められま

す。また、日本人県民に対しては、自分たちの考えや意見を伝えたり、母国の文化を伝えて

理解を深めてもらうよう働きかけることが求められます。さらには、日本人と外国人をつなぐ

役割や外国人同士をつなぐ役割も期待されます。日本人県民は、外国人県民がこうした役

割を果たせるよう、手助けしていくことが求められます。34 

● 大学  ····························································································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

大学は、教育研究の成果を生かして、多文化共生分野での地域貢献が期待されます。

具体的には、実態調査や施策立案などにおいて行政やＮＰＯを支援したり、県民などへ多

文化共生の啓発を行ったり、学生による多文化共生に関する活動を促進することなどで

す。 

また、多文化共生の分野で活躍できる人材の育成が期待されます。その他、教員の養成

課程において、様々な外国語の学習機会の提供や、多文化共生に関するカリキュラムの充

実も望まれます。 

● 学校（小学校･中学校･高等学校）  ·······················································································································································································································································································································································································································  

学校には、すべての児童生徒に対する多文化共生教育推進の場としての充実が望まれ

ます。また、学校で日本人県民と外国人県民が出会う場合も多いため、多文化共生社会づ

くりの拠点として活用することができます。 

さらに、学校は、外国人児童生徒が日本語や教科などを学習する上で、最も重要な役割

を担う場です。言葉や情報の面で不利な状況におかれている彼らに対して、自らの夢や希

望を叶えることができるよう、学習支援や適切な進路指導を積極的に行う必要があります。 

 

 

 

 

                                         
34 ２０１２年度外国人県民あいち会議委員からの提案を基に作成。参考資料７４・７５ページ参照。 
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２ 多文化共生推進主体の連携・協働の強化 

● 県関係部署・機関  ··············································································································································································································································································································································································································································································································································  

本県の多文化共生施策は、多文化共生の推進を所管する専門部署である多文化共生

推進室が中心となって取り組んでいますが、多文化共生の課題は多岐にわたることから、

県関係部署・機関の横断的な連携をより緊密に行いながら、施策を推進していきます。 

● ＮＰＯなどの団体 ·······················································································································································································································································································································································································································································································································································  

多文化共生を推進するための横断的な連携は、行政内だけでなく、多文化共生に取り

組んでいる NPOなどの団体にも必要です。そのため、多文化共生分野の NPO と多文化共

生以外の分野の NPO との連携を図っていきます。 

● 自治体間  ····················································································································································································································································································································································································································································································································································································································  

外国人が多数居住している自治体は共通の課題を抱えており、広域的な施策展開をし

て課題解決に取り組むことも効果的です。そこで、７県（愛知県、群馬県、長野県、岐阜県、

静岡県、三重県、滋賀県）と名古屋市で「多文化共生推進協議会」を設置して活動していま

す。 

引き続き、共通の課題などについて議論を深めるとともに、多文化共生に関する取組を

共同で進めていきます。また、国の制度や施策に関して、必要な措置や改善を行うよう、国

に対しての提言活動を積極的に行います。 

３ プランの進行管理と適切な見直し 

プランに掲げる施策が着実に実施されているかを第三者によって評価を受け、実施状況

を毎年度公表します。 

また、プランの実施状況、社会情勢の変化や国の動向などを踏まえて、適時かつ適切に、

プランの内容について見直しを行います。 
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第５章 具体的な施策 

 

「第３章 推進施策の方向」に基づき、具体的な施策を以下に掲げます。 

前プラン期間中から継続して取り組む施策については「継続」、拡充して取り組む施策に

ついては「拡充」、新たに取り組む施策については「新規」と記載してあります。なお、継続し

ていく施策についても、より効果的な施策となるよう、実施方法などについて適宜見直しを

行っていきます。 

 

１ 施策目標Ⅰ 誰もが参加する地域づくり 

施策の方向① 子どもの教育の充実 

番号 項 目 内 容 

１  日本語教育適応

学級担当教員の

加配 

外国人児童生徒への日本語指導や適応指導を実施す

るため、日本語指導が必要な児童生徒が多数在籍する

小中学校に対して、日本語教育適応学級担当教員を配

置します。【継続】 

２  語学相談員の配

置 

外国人児童生徒の母語/母国語（ポルトガル語･スペイン

語）と日本語の両方に堪能な語学相談員を教育事務所

に配置し、公立小中学校への訪問指導を実施します。

【継続】 

３  県立高等学校に

おける外国人生徒

への教育支援（外

国人生徒サポータ

ーの配置）  

日本語によるコミュニケーション能力が十分身について

いない外国人生徒などが在籍する県立高等学校（全日

制・定時制課程）に、生徒の母語/母国語（ポルトガル語･

スペイン語・中国語など）に堪能な外国人生徒サポータ

ーを配置し、外国人生徒の学習活動や学校生活などを

支援します。【継続】 

４  外国人児童生徒

教育に携わる教員

の研修 

外国人児童生徒を担当する教員などを対象に、語学演

習、講義、研究協議などを通して、外国人児童生徒の教

育に必要な知識や技能を習得させ、資質の向上を図りま

す。また、校長を始めとする管理職に対する研修会で

は、多文化共生の視点に立ったプログラムを取り入れる

など、その内容の充実を図ります。【継続】 

５  外国人児童生徒

教育に関わる課題

や施策について

の情報交換 

市町村教育委員会担当者などを対象に、外国人児童生

徒の教育や就学に係る連絡協議を行う「外国人児童生

徒教育連絡協議会」を開催し、外国人児童生徒教育の

円滑な推進を図ります。【継続】 
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番号 項 目 内 容 

６  青年海外協力隊

経験者、外国語が

堪能な者を対象と

した特別選考実施 

青年海外協力隊経験者を対象とした教員採用選考試験

の特別選考、外国語（ポルトガル語、スペイン語、中国

語）が堪能な者を対象とした教員採用選考試験を実施し

ます。【継続】 

７  外国人生徒に係る

入学者選抜実施 

外国人生徒が公立高等学校への入学を希望する場合、

一般入試に先立って別枠で入学者選抜を実施します。

【継続】 

８  児童生徒への多

文化共生教育の

推進 

公立学校では、多文化共生の視点に立った国際理解教

育を推進し、児童生徒の国際感覚や異文化理解能力の

向上に努めます。【継続】 

９  外国人の子どもに

対する就学に向け

た取組の推進 

母語/母国語で書かれた就学案内の作成･配布を促進

するなど、不就学解消に向けた取組を推進します。ま

た、多文化ソーシャルワーカーを活用して、不就学の子

どもやその保護者の就学意欲･意識を高める働きかけを

し、就学に導くよう努めます。【継続】 

１０  各種学校認可申

請に関する情報提

供など 

外国人学校の学校法人化を促進するため、各種学校認

可に関する情報提供を行っています。また、運営状況な

どを把握し、認可にあたっての生徒数の基準緩和に努

めます。【継続】 

１１  外国人学校への

私学助成金の交

付 

学校法人認可の外国人学校には、教育を行うために必

要な経常的な経費に対し、補助金（「経常費補助金」）を

交付します。また、地域社会における国際化の進展を図

るための取組に対しても補助金を交付します。【継続】 

１２  外国人学校にお

ける学校検診の実

施状況などの把握

及び対策の検討 

外国人学校における学校健診の実施状況などの実態を

把握し、対策を検討します。【新規】 

１３  外国人県民の子

どもの日本語学習

の促進 

「日本語学習支援基金」を活用して、地域の日本語教室

や外国人学校を支援するとともに、日本語ボランティアの

養成を行います。【継続】 

１４  学習支援ボランテ

ィアの確保 

学習支援ボランティアの参加を幅広く呼びかけ、参加を

希望する人を国際交流協会やＮＰＯなどに紹介します。

【新規】 

１５  プレスクールの設

置促進 

「プレスクール実施マニュアル」やモデル事業の成果を

普及させるとともに、実施主体などへの説明会を開催し

ます。【継続】 
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番号 項 目 内 容 

１６  母語／母国語教

育の推進 

外国人県民がコミュニティ内において子どもたちに母語

／母国語や母文化を教えたり、母語／母国語による教

科指導ができるようにするために作成したガイドブック35

を広めることにより、母語／母国語教育を推進します。

【新規】 

１７  進路説明会などの

開催 

外国人県民の子どもたちや保護者などが日本の教育制

度などについての理解を深めるための進路説明会を実

施するとともに、高校や大学、職業訓練校などの進路先

の情報を提供します。また、すでに日本社会で活躍して

いる第二世代から話を聞く機会を設けます。【拡充】 

１８  外国につながる子

どもたちの進路開

拓・進路応援ガイ

ドブックの普及 

外国人県民の子どもたちが将来に夢をもち、その実現に

向けて努力するとともに、周囲の人が、子どもたちの進学

や就職に向けて支援することができるよう作成した「外国

につながる子どもたちの進路開拓ガイドブック」及び「外

国につながる子どもたちの進路応援ガイドブック」36の普

及を図ります。【継続】 

１９  外国人県民の子

どもたちの教育に

関するプロジェクト

チームの設置 

外国人県民の子どもたちに対する施策を総合的・体系

的に実施するため、関係部局からなるプロジェクトチーム

を設置します。また、関係部局以外の関係者からも意見

を聴取し、効果的な施策の実施について検討し、検討結

果を公表していきます。【新規】 

 

施策の方向② 日本語学習や多言語による情報提供の充実 

番号 項 目 内 容 

２０  日本語教育に関

する実態調査と指

針の策定及び普

及 

（社）日本語教育学会などの専門機関や国際交流協会、

日本語教室、企業、外国人県民の代表などの関係者・

団体と連携して、地域の日本語教育の実態を調査し、指

針を策定します。また、この指針の周知を図るとともに、

引き続き、関係者・団体と連携しながら調査を行って見

直していきます。【新規】 

２１  日本語学習機会

の提供 

日本語教室を開催し、外国人県民の日本語学習を支援

します。【継続】 

                                         
35 参考資料５３ページ参照。 
36 参考資料５３ページ参照。 
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番号 項 目 内 容 

２２  日本語教室への

支援 

市町村などと連携して、地域に密着した日本語教室の開

設をめざす講座や既に開設している教室のステップアッ

プをめざす講座を開催します。また、日本語教育に携わ

るボランティアや教師などに対して、日本語教育に関す

る情報提供を行います。【継続】 

２３  憲章による企業の

日本語学習への

理解促進 

「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進

するための憲章」の普及を通じて、外国人労働者などの

日本語学習の機会の確保について、企業の理解を促し

ます。【継続】 

２４  日本語学習に関

する情報提供 

「とよた日本語学習支援システム」や「Vamos Ganbatear」

のような日本語学習コンテンツや日本語学習の教材など

に関する情報提供を行うとともに、日本語学習に関する

相談にも応じます。また、「とよた日本語学習支援システ

ム」が開発した教室開設のプロセスや日本語能力判定の

基準などについても普及していきます。【新規】 

２５  多言語による情報 

提供及び内容の

充実 

外国人県民に対する生活情報や行政情報に関する多

言語の出版物の作成を推進するとともに、県のウェブペ

ージの多言語化を図っていきます。愛知県警察のウェブ

ページでは、「生活の安全・安心」に関する情報を、英

語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国語、タガロ

グ語などで提供します。また、情報の受け手である外国

人県民の意見を踏まえた内容やあり方を検討するととも

に、情報機器の発達と普及を念頭に置いて、有効な手

段を検討していきます。【拡充】 

２６  FM 放送などによ

る多言語情報の提

供 

FM 放送などにより、外国人県民に対し、多言語で生活

情報などを提供します。【継続】 

２７  愛知県図書館「多

文化サービスコー

ナー」の充実 

愛知県図書館内に「多文化サービスコーナー」を設置し

て、ポルトガル語、中国語、韓国･朝鮮語で書かれた日

本での生活や仕事に役立つ資料、日本語習得の学習

書、文学作品などの蔵書の充実に努めます。また、外国

人県民に対して同コーナーの周知を図るため、各言語

によるチラシを作成し、県内自治体、国際交流協会、各

大学の留学生窓口、日本語学校などに配布、ホームペ

ージへの掲載を行います。【継続】 
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番号 項 目 内 容 

２８  外国人支援ボラン

ティアの活用 

外国人支援を行うボランティア登録制度の積極的な活用

を図って情報提供に努めます。【継続】 

２９  「やさしい日本語」

の普及 

ゲーム感覚で親しめるように作成したアプリや、「やさしい

日本語」を作成するうえで参考となる手引き37などを活用

して、「やさしい日本語」を広く知ってもらうとともに、自治

体職員や教員などへの普及に努めます。【新規】 

 

施策の方向③ 就業・起業に対する支援の充実 

番号 項 目 内 容 

３０  留学生の地域定

着への支援 

県内企業への就職を希望する留学生を対象に、合同企

業説明会（留学生就職フェア）や就職セミナーを開催し

ます。また、日本企業への就職に必要な知識習得や就

業体験のためのインターンシップを実施します。【継続】 

３１  外国人学生のイン

ターン受入 

日本社会で円滑に就職できるよう、日本で育った外国人

学生をインターンとして受け入れます。【新規】 

３２  外国人県民の起

業の促進 

起業のための情報提供などを行うことにより、外国人県

民の起業を促進します。【新規】 

 

施策の方向④ 様々な担い手の対等な連携・協働の推進 

番号 項 目 内 容 

３３  様々な担い手から

なる会議の開催 

様々な担い手が対等な立場で連携・協働するとともに、

本県の多文化共生施策について話し合う場をつくりま

す。【新規】 

３４  協働ロードマップ

に沿った多文化共

生分野と他分野 

行政・ＮＰＯの協

働推進 

協働ロードマップに沿って、多文化共生分野と他分野の

行政及びＮＰＯが、それぞれの役割を踏まえた協働を推

進します。【新規】 

３５  「多文化共生推進

協議会」の設置 

日系ブラジル人などの外国人県民が多数居住する愛知

県、群馬県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県

及び名古屋市を構成員として「多文化共生推進協議会」

を設置し、情報交換や国への提言を行うとともに、共同し

た取組を進めます。【継続】 

                                         
37 参考資料５４ページ参照。 
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施策の方向⑤ 外国人県民の施策・企画への参加の促進 

番号 項 目 内 容 

３６  「外国人県民あい

ち会議」の機能強

化 

「外国人県民あいち会議」のあり方を検討し、外国人県

民が施策の立案・検討・運営などに関わる場とします。

【拡充】 

３７  多文化共生の担

い手となる外国人

県民のネットワーク

化 

「外国人県民あいち会議」の委員を務めた外国人県民を

始め、多文化共生の担い手となり得る外国人県民のネッ

トワーク化を図ります。【新規】 

３８  憲章による外国人

労働者の地域社

会参画に対する企

業の理解促進 

外国人県民が地域活動の担い手となれるよう、「外国人

労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するため

の憲章」の普及を通じて、外国人労働者が主体的に地

域社会に参画にできるよう企業の理解を促します。【継

続】 

 

施策の方向⑥ 多文化共生の担い手の育成 

番号 項 目 内 容 

３９  顕彰の実施 多文化共生の推進に長年貢献し、その業績が顕著な個

人や団体に対して、多文化共生推進功労者表彰を行い

ます。【継続】 

４０  学生たちの多文

化共生に関する活

動の促進 

多文化共生に関する活動を行っている学生、または、こ

れから活動したいと思っている高校生・大学生を対象

に、大学などの協力を得て活動報告や交流会などを開

催します。【新規】 

４１  愛知県立大学に

おける多文化共生

の推進に資する人

材育成 

愛知県立大学では、「国際関係学科」で英語やポルトガ

ル語などの外国語運用能力を生かしながら多文化共生

の推進に資する人材の育成に努めます。【継続】 

４２  外国人青少年の

社会貢献活動の

促進 

日本で進学や就職をした外国人青少年などの社会貢献

活動を紹介し、発表する場を設けます。【新規】 

４３  多文化共生意識

をもった行政職員

の育成 

行政職員の多文化共生意識の向上を図るため、県や市

町村職員を対象とした専門家による講演や先進的な取

組を紹介する研修会を開催するとともに、関係行政職員

間の情報の共有や連携を図ります。【拡充】 
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２ 施策目標Ⅱ 多文化共生の意識づくり 

施策の方向⑦ 多文化共生に対する理解の促進 

番号 項 目 内 容 

４４  多文化共生に関

する出前講座など

の実施 

学校の授業やＮＰＯ・企業・地域などで行われる勉強会

や会合などの場に県職員が出向き、多文化共生に関す

る理解を深めます。また、多文化共生社会づくりへの理

解を深める講座の開催を始め、多文化共生社会の意義

や必要性など、多文化共生に関する啓発活動を推進し

ます。【継続】 

４５  あいち多文化共生

作文コンクールの

実施 

小・中学生のうちから、多文化共生について考え、理解

と認識を深めてもらうために、多文化共生をテーマとする

作文を募集し、優秀な作品を発表します。【継続】 

４６  多文化共生の情

報を集約したウェ

ブサイトの運営 

多文化共生関連施策や統計情報、イベント紹介など多

文化共生社会づくりに役に立つ情報を集約した総合的

なウェブサイトの運営を行います。【継続】 

４７  持続可能な開発

のための教育（ＥＳ

Ｄ）の普及啓発及

び取組の促進 

国際理解・多文化共生がテーマの１つとなっている「持

続可能な開発のための教育（ESD）」について、「持続発

展教育（ＥＳＤ）に関するユネスコ世界会議」が２０１４（平

成２６）年１１月に本県で開催されることを契機として、イ

ベントなどを通じてその普及啓発及び取組の促進を図り

ます。【継続】 

４８  「外国人県民あい

ち会議」の周知 

外国人県民の意見を知ってもらい、多文化共生社会へ

の関心を高めるために、「外国人県民あいち会議」の活

動内容などについて広報の充実に努めます。【継続】 

４９  多文化共生月間

の制定 

多文化共生月間を制定し、知事からのメッセージの発信

や多文化共生フォーラムの開催、リーフレットの配布など

を行うことにより、多文化共生の意味を正しく伝え、県民

の理解と認識を深めていきます。また、市町村や国際交

流協会、NPO などが多文化共生月間に行うイベントなど

をとりまとめ周知します。【新規】 
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施策の方向⑧ 外国人県民と日本人県民の交流の推進 

番号 項 目 内 容 

５０  交流や国際理解

を深めるためのイ

ベントの実施 

外国人県民と交流を図ったり、国際理解を深めるための

イベントを、様々な国籍や民族に対する理解が進むよう

に留意しながら開催します。【継続】 

５１  異文化理解イベン

トカレンダーの作

成 

各地域で開催される異文化理解イベントをとりまとめ、イ

ベントカレンダーとして、県のウェブページなどで周知し

ます。【新規】 

 

施策の方向⑨ 継続的・広域的な制度・仕組みづくり 

番号 項 目 内 容 

５２  先導的事業の普

及 

これまで先導的に取り組んできた事業のノウハウなどを

市町村や NPOなどへ広く普及していきます。【拡充】 

５３  市町村の多文化

共生に関する取組

の周知 

各市町村において地域の実情に応じて取り組まれてい

る優れた事業を他市町村へ紹介します。【拡充】 

５４  継続的な取組を

行うための方策の

検討 

各主体が継続的に多文化共生社会づくりに取り組むた

めの様々な方策を検討します。【新規】 

 

施策の方向⑩ 人権尊重の意識づくり 

番号 項 目 内 容 

５５  人権尊重と施策へ

の反映 

「人権教育･啓発に関する愛知県行動計画」に基づき人

権教育・啓発を進め県政の各分野において外国人県民

の人権尊重の視点に立った施策を推進します。【継続】 

５６  人権啓発資料の

作成 

人権啓発資料を作成し啓発イベントなどで配布して、人

権問題に関する正しい認識と理解を深め、人権意識の

高揚に努めます。【継続】 

５７  多文化共生教育

を通じた人権教育

の推進 

多文化共生の視点に立った国際理解教育を普及するた

めのセミナーや、「学びネットあいち」（愛知県生涯学習

情報システム）38を活用した学習コンテンツにより、互いの

文化を理解し尊重する態度を養うなど、人権意識の高揚

に努めます。【継続】 

                                         
38 県内の生涯学習関係機関や団体が保有する生涯学習情報を総合的に提供するシステムです。 

http://www.manabi.pref.aichi.jp/ 
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３ 施策目標Ⅲ 誰もが暮らしやすい地域づくり 

施策の方向⑪ 相談体制などの充実 

番号 項 目 内 容 

５８  外国人相談事業

の実施 

外国人県民からの労働・税金・医療・教育などの相談に

多言語で対応します。また、弁護士による無料法律相談

や、外国人県民の永住化の進展に伴って多様化する諸

課題にきめ細やかに対応するため、行政手続き、教育な

どの相談会も、多言語で実施します。【継続】 

５９  ドメスティック・バイ

オレンス（DV）など

への対策の推進 

愛知県女性相談センターでは、ＤＶ を始め女性が直面

する様々な問題の解決を図るとともに、相談員など専門

家のネットワークづくりの推進に取り組みます。また、一

時保護された外国人県民からの相談に対応できるよう通

訳者を雇用し、適切な支援を行います。【継続】 

６０  多文化ソーシャル

ワーカーの活用 

多文化ソーシャルワーカーを配置し、市町村などとも連

携･協力しながら、外国人県民が抱える複雑で多様な問

題に対応できる、より専門性の高い相談体制を充実しま

す。また、多文化ソーシャルワーカーを対象に研修を実

施し、一層のスキルアップを図ります。【継続】 

６１  社会的包摂のた

めの連携 

外国人県民を含む全ての人々を社会の構成員として包

み支え合うため、福祉・教育・労働・警察などの関係部

局・機関と連携して、部局横断的に社会的包摂に向けた

取組を行います。【新規】 

６２  困難を抱える子ど

も・若者の支援 

外国人県民を含む困難を抱える子ども・若者が円滑な社

会生活を送れるように支援する「子ども・若者支援地域協

議会」などのネットワークが市町村において整備されるよ

う支援します。【継続】 

 

施策の方向⑫ 医療・保健・福祉の充実 

番号 項 目 内 容 

６３  あいち医療通訳シ

ステムの普及及び

対象の拡大 

外国人県民が安心して医療機関などを受診できるよう、

医療通訳者の派遣や電話通訳を利用できる「あいち医

療通訳システム」39の運用を行うとともに、利用医療機関

の増加に向けての取組や外国人県民などへの周知に努

めます。また、システムの対象を医療・保健分野だけでな

く、福祉分野へも拡大します。【拡充】 

                                         
39 参考資料５６ページ参照。 



38 

番号 項 目 内 容 

６４  県立病院などにお

ける「あいち医療

通訳システム」の

利用 

県立病院や保健所などにおいて、「あいち医療通訳シス

テム」を利用して、外国人県民への診療や地域保健活

動の円滑な推進に努めます。【継続】 

６５  「医療機関等外国

人対応マニュア

ル」の普及 

医療機関などにおいて、外国人患者を円滑に受け入れ

られるよう、「医療機関等外国人対応マニュアル」40の普

及を図ります。【継続】 

６６  愛知県立大学に

おける各言語によ

る医療分野の知識

を持つ人材育成 

社会人などを対象に、医療などの分野でポルトガル語や

スペイン語によるコミュニケーション支援ができる人材を

育成します。【継続】 

６７  外国語対応可能

な医療機関につ

いての情報提供 

ウェブページ（救急医療情報システム）で、外国語（英

語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国語など）で

の診療が可能な病院や診療所の情報を提供します。ま

た、５ヶ国語（英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、

韓国語）の音声と FAXにより、外国語対応可能な病院や

診療所の情報を提供します。【継続】 

６８  外国人救急患者

医療費未収金に

対する補助 

「救命救急センター（公立を除く）」で治療を受けた外国

人（短期滞在者を含む）救急患者の医療費未収金につ

いて、補助を行います。【継続】 

６９  医療保険に関する

情報提供 

国民健康保険制度の普及･啓発、保険料（税）の納付促

進を図るため、外国語版（英語、ポルトガル語、スペイン

語、中国語、韓国･朝鮮語）のＤＶＤ及びリーフレットを活

用し、各市町村保険者の指導･支援を進めます。【継続】 

７０  多言語による社会

保障などの情報の

提供の充実 

多様な媒体を活用して多言語による生活情報を提供す

る中で、社会保障などに関する相談・情報提供について

も一層の充実を図っていきます。【継続】 

 

施策の方向⑬ 労働環境の改善 

番号 項 目 内 容 

７１  外国人労働者の

適正雇用を進める

憲章の普及 

「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進

するための憲章」を、企業などを対象としたセミナーを開

催し、広く普及していきます。また、企業の社会的責任に

関する取組の意義や事例を周知し、外国人労働者の適

正雇用を推進します。【拡充】 

                                         
40 医療機関などにおいて外国人に対応するときの留意点や多言語での患者への説明資料などをまとめたもの。

http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/manual/index.html 
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番号 項 目 内 容 

７２  外国人県民（定住

外国人）を対象と

した職業訓練の実

施 

高等技術専門校で外国人県民（日本国籍を有せず、就

労制限のない者）を対象とした職業訓練（定住外国人対

象委託訓練）を実施します。【継続】 

７３  多言語による労働

関係情報の提供

の充実 

多様な媒体を活用して多言語による生活情報を提供す

る中で、労働関係の相談・情報提供についても一層の充

実を図っていきます。【継続】 

 

施策の方向⑭ 居住環境の改善 

番号 項 目 内 容 

７４  県営住宅入居者

のしおりなどの作

成 

共同生活で守るべき内容を多言語で記載した「入居者

のしおり」（英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語）な

どを入居時に配布し、情報の提供に努めます。入居後に

「愛知県県営住宅通信」、「愛知県営住宅ニュース」など

の外国語版を作成し、各戸に配布し注意を喚起します。

【継続】 

７５  ポルトガル語によ

る入居説明会など

の実施 

外国人県民が多い地域の愛知県住宅供給公社住宅管

理事務所に通訳を派遣して、入居説明会を開催したり、

定期的に相談日を設定して各種相談に応じます。【継

続】 

７６  共同生活のルー

ルなどを説明した

DVD、絵本の活用 

日本の生活習慣や共同住宅のルールなどを分かりやす

く理解できるよう作成した DVD や子ども向けの絵本など

を県営住宅の入居説明会や団地のイベントなどで積極

的に活用するとともに、他の公的賃貸住宅管理者にも紹

介していきます。【継続】 

７７  ＮＰＯと自治会の

連携 

ＮＰＯと自治会がお互いの活動内容を知り、情報交換や

連携を図るための場を設けます。【新規】 

７８  居住者同士のコミ

ュニケーションの

促進 

多文化共生実践モデル事業41や多文化共生実践活動

支援事業42で得られたノウハウを普及し、日本人を含む

居住者同士のコミュニケーションを促進します。【拡充】 

７９  民間賃貸住宅へ

の円滑な入居支

援 

外国人、高齢者、障害者、子育て世帯などの入居を受け

入れる民間賃貸住宅、協力店、支援団体を登録し、情

報提供することによって、円滑な入居を支援する「愛知

県あんしん賃貸支援事業」を推進します。【継続】 

                                         
41 参考資料５４ページ参照。 
42 参考資料５４ページ参照。 
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施策の方向⑮ 防災・防犯対策などの充実 

番号 項 目 内 容 

８０  外国人県民に対

する防災知識の普

及･啓発 

外国人県民に対して、多言語で防災情報を提供するな

ど、平時から防災に関する基本的な知識の普及･啓発に

努めます。【継続】 

８１  防災訓練への参

加促進及び外国

人も加わった防災

訓練の取組紹介 

防災意識の高揚、不安感の解消のためだけでなく、災害

時には、要援護者ではなく、支援者にもなれるよう、外国

人県民の防災訓練への参加を促進します。また、そのた

めに、外国人も加わった防災訓練の取組を紹介します。

【新規】 

８２  災害多言語支援

センターの設置 

大地震などの災害が発生した場合には、多言語での災

害に係る情報提供をするための災害多言語支援センタ

ーを設置します。【新規】 

８３  ボランティアとの連

携及び活動支援 

災害発生時に設置する「広域ボランティア支援本部」と

語学ボランティアとの連携強化を推進し、円滑なボランテ

ィア活動を支援します。【継続】 

８４  関係機関とのネッ

トワーク整備 

市町村、市町村国際交流協会、在県外国公館、外国人

支援 NPO など関係機関・団体と協力し、災害時の外国

人支援活動が円滑に進められるよう体制を整えます。

【拡充】 

８５  メディアによる災

害情報の多言語

化の推進 

FM 放送などにより、外国人県民に対し、多言語で防災

関連情報を提供します。また、災害時の外国人向け情報

提供に備え、県内ラジオ局を始めとした各種メディアとの

連携を図っていきます。【拡充】 

８６  地域安全対策の

推進 

安全・安心に関する情報を、交番、駐在所の広報紙や巡

回連絡の機会を通じて提供するほか、外国語メディアの

ホームページや外国語広報誌などにも情報提供してい

きます。 

外国人集住地区などで、外国人県民も参加した防犯パト

ロールなどの地域安全活動を推進します。 

少年の非行防止を図るため、外国人学校や外国人少年

が在籍する小・中学校などと連携した「非行防止教室」を

実施するとともに、犯罪に巻き込まれないように「防犯教

室」を実施します。 

管内の外国人県民の居住実態に応じて、外国人県民を

県内各警察署に設置されている警察署協議会43委員に 

選出していきます。 

                                         
43 地域住民などから選出され、警察行政について、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述

べる機関です。警察法に基づいて２００１年から各警察署に設置されています。 
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８６ 

(続き） 

 犯罪被害者などに対しては、刑事手続きの流れや相談

窓口などに関する情報を提供するための手引き（外国語

版）を作成し、愛知県警察のウェブページに掲載しま

す。【継続】 

８７  交通安全対策の

推進 

県のウェブページで、５ヶ国語（英語、ポルトガル語、ス

ペイン語、中国語、韓国･朝鮮語）の交通安全情報を提

供します。また、外国人県民向け交通安全教育ビデオの

貸出など啓発に努めます。さらに、外国人県民を雇用し

ている各企業や事業所、外国人学校などを対象に、各

警察署管内の実態に応じた交通安全教室や講演会など

を実施します。【継続】 

８８  犯罪の取締り 外国人県民が被害者となるような犯罪、不法就労助長事

犯など外国人県民を利用しようとする犯罪、外国人県民

によって敢行される各種犯罪の取締りを強化します。【継

続】 

８９  多言語による生活

情報の提供の充

実 

多様な媒体を活用して多言語による生活情報を提供す

る中で、消費生活全般に関する暮らしの情報提供につ

いても一層の充実を図っていきます。【継続】 

９０  関係機関と連携し

た安全で安心なま

ちづくりの推進 

外国人県民の多い自治体や自治会などの関係機関と情

報交換や意見交換を行い、安全で安心なまちづくりに向

けての連携した取組を推進することにより、地域の実情

に応じた、きめ細かな対応を行います。【新規】 

 


